
令和８年度甲種防火管理再講習実施要領 

 

１ 講習の目的 

  消防法施行令（昭和３６年 政令第３７号）第４条の２の２第１項第１号の政令で

定める防火対象物の甲種防火管理者に対して防火管理再講習の資格を付与するもの。 

 

２ 講習の日時・場所・定員 

（1）日 時  令和８年８月２８日（金）午前１０時００分から午後１２時００分 

（2）場 所  西条市周布１６８４番地 西条市西消防署２階大会議室 

（3）定 員  ３０名 ※定員になり次第締め切り 

 

３ 講習科目及び時間 

受  付 9：30  ～   9:55 25分 

防火管理に関する法令改正の概要 10：00 ～ 11：00 60分 

火災事例等の研究 11：00 ～ 12：00 60分 

修了証交付 12：00 ～  

 

４ 受講申込み 

  受講希望者は、以下に記載しているＱＲコードもしくはＵＲＬより申込みフォーム 

 にアクセスし、必要事項を入力後、送信ボタンを押して令和８年８月７日（金）まで

にお申込み下さい。 

※令和８年７月１日（水）から８月７日（金）まで 

 

 ■申込みフォーム 

 

 

 

 

         https://logoform.jp/form/Rodr/1507783 

 

５ 修了証の交付 

  講習の全科目を終了後に、修了証（甲種防火管理の資格を証明するもの）を交付し

ます。 

 

 

 

 



６ 講習テキスト 

  受講料は無料ですが、テキスト代１，６５０円が必要です。受付時に「図説防火管

理再講習テキスト」（東京法令出版：令和８年１日１日内容現在）を販売いたします

ので、おつりのいらないようご用意ください。 

 

７ その他 

（1）受講者は、必ず所定の時間までに、受付（２階大会議室入口）で申込み確認メー 

  ルと身分証明書を提示してください。 

   受付時間は、９時３０分から９時５５分までです。 

（2）受講当日は、筆記用具を持参してください。 

（3）講習の全科目を受講できない場合は、修了証を交付できません。 

  （遅刻及び早退は認められません。） 

（4）受講態度の悪い方は、退席していただくことがあります。この場合も修了証の交 

付はできません。（居眠り、携帯電話の使用、私語、他の受講者の迷惑となる行為等） 

（5）申込み後、ご都合により受講ができなくなった場合は、必ず事前連絡をお願いし 

ます。 

 

【防火管理者再講習】 

  甲種防火管理新規講習で資格を付与された人が収容人員 300人以上の特定防火対

象物（甲種防火対象物）の防火管理者に選任された場合に対象となります。 

  受講期限は、選任された日の 4年前までに甲種防火管理（新規・再）講習を修了

した防火管理者は、選任された日から 1年以内に、それ以外の防火管理者は、最後

に講習を受講した日以降の最初の 4月 1日から 5年以内に再講習を受けなければな

りません。（消防法施行規則第２条の３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ご不明な点等がございましたら西条市消防本部  

予防課までお問い合せください。 

                予防課直通（０８９７）５６－０２５１ 

                          担当：塩崎・串部 


